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平成 28 年 12月:例会次第（平成 28年 12 月 24 日開催） 
 
１、会長挨拶 

 

 

 

2、報告事項 

【会員の状況】 平成 28 年 11月 
（1）   入会者： なし。 

     退会者： なし。 

      異 動： なし。 

          

（２） 会員の状況（28年 11 月） 

       Ａ会員：134 名、 Ｂ会員：157名、  合計：291名  

 

【総  務  部】 

（1）平成２８年度第３期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 
口座振替ではない会員には請求書を 12月下旬に送付するので速やかに振り込み願いたい。 

口座振替の会員は 12 月 27 日（火）に指定口座から引き落とすのでご了知願いたい。 

 

（2）医師法第１７条、歯科医師法第１７条および保健師助産師看護師法第３１条の

解釈について 
  医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において医行為であるか否かの判断に疑義

が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものについては、平

成 17年 7月 26日付け医政発 0726005号厚生労働省医政局通知で示されているところである。 

  しかし、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等から医行為の範囲についての疑義

が多数寄せられていることから、今回厚生労働省医政局維持課から通知があり、改めて関係す

る機関等への周知依頼があったのでご留意願いたい。 

厚生労働省通知は下記による 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2015/06/1433735926.pdf 

  

（3）「結核登録票に登録されている者の病状把握の適正な実施について」の一部改正

について                        （総務資料 1）ｐ. 

 

（4）結核に関する特定感染症予防指針の一部改正について   （総務資料 2）ｐ. 

 

（5）「結核患者に対する DOTS（直接服薬確認療法）の推進について」の一部改正に

ついて                         （総務資料 3）ｐ. 

 

（6）「活動性分類等について」の一部改正について       （総務資料 4）ｐ. 

 

（7）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の公布及び施行について（通知）   （総務資料 5）ｐ. 

 

（8）結核の低まん延国化に向けた結核対策の徹底について    （総務資料 6）ｐ. 

 

（9）第 8 回 滋賀県がん医療フォーラム            （総務資料 7）ｐ. 
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 (10)市民総合交流センター（仮称） 事業スキームの検討について（案）   
（総務資料 8）ｐ. 

 

（11）草津市 病児・病後児保育施設整備事業運営開始について （総務資料 9）ｐ. 

 ・施  設  の名称         ：病児保育室「とっと」 

 ・施設設置主体及び運営主体 ： 社会医療法人 誠光会 草津総合病院 

 ・運  営  開  始       ：平成 29年 4月 

 

（12）滋賀県肝炎治療特別促進事業実施要綱の一部改正について（総務資料 10）ｐ. 

 

(13)日医生涯教育認定書の配布について            （総務資料 11）ｐ. 
 ・平成 22年 4月に改正で、連続した 3年間で取得した単位数とカリキュラムコード数（同一コ

ードは加算不可）の合計が 60以上の先生方について、有効期間 3年の「日医生涯教育認定書」

が発行されることとなっている。 

※条件が満たされた先生方には、例会資料袋に同封させて頂いています。 

 

（14）平成 28 年度救急医療関係者合同研修会の開催について（通知） 
（総務資料 12）ｐ. 

 

（15）平成 28 年医師・歯科医師・薬剤師および保健師・助産婦・看護師・准看護師 

・歯科衛生士・歯科技工士の届出並びに調査について    （総務資料 13）ｐ. 

 

 

（16）第 86回がん診療セミナー  緩和ケア県民公開講座開催について 
（総務資料 14）ｐ. 

 

（17）大津医師会主催の特別講演会開催について（ご案内と依頼）（総務資料 15）ｐ. 

 ・開催日時：平成 29年 1月 14日（土） 15：00～ 

 ・会場：琵琶湖ホテル 3F「オレンジ・ブラウン」 

 ・講師：理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 

     網膜再生医療研究開発プロジェクト 

     プロジェクトリーダー 髙橋 政代 先生 

 ・後援テーマ：「網膜再生医療～女性だから出来る事～」 

 

（18）済生会滋賀県病院 がんセンター研修会 湖南がんネットワークミーティング

の開催について                    （総務資料 16）ｐ. 

 

【学  術  部】 

［医 療 安 全］ 

（1）医療機関における安全管理について 

 今般、厚生労働省が、最近の医療機関における点滴袋の損壊など、患者の安全を脅かす事

案が続いていることを受けて、留意すべき事項例を整理した。 

 ついては、医療機関において、下記の取扱いを確認した上で、徹底を図っていただきたい。 

①医薬品の使用前には、容器やふた（汚染防止用のシールを含む）の損壊や異物混入等がな

いかダブルチェックなどにより確認する。 

②注射薬の混合調製を行う場合は、定められた環境、手順を遵守するとともに、処方箋・ラ

ベル・注射薬の照合をダブルチェックなどにより確実に行い、調製後は原則として速やか

に使用する。 

③医薬品の保管に当たっては、適切な在庫・品質の管理を行うとともに、必要に応じ施錠管

理等、盗難・紛失防止の対策をとること。 
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（2）薬剤名の表示がない注射器に入った薬剤の誤投与について 
     日本医療機能評価機構から、患者に準備した注射器に薬剤名を表示しておらず、意図した

薬剤とは別の薬剤を誤って投与した事例が 3 件報告されているとの通知があった（集計期間

2013年 1月 1日～2016年 9月 30日）。以下を参考に対応していただきたい。 

①注射器には必ず薬剤名を表示し、投与直前に確認する。 

 

（3）医薬品の「使用上の注意」の改訂について 
     下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、医薬品医療機器総合機構「ＰＭＤ

Ａ医療安全情報」のページに掲載されているのでご確認いただきたい。 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of-

precautions/0306.html 

☆平成 28年 11月 22 日付 

①ポラプレジンク（顆粒剤） 

②ホルマリン 

③ホルマリン・グアヤコール／ホルマリン・クレゾール／クレゾール・ホルマリン・チョ

ウジ油・酸化亜鉛 

④アロプリノール 

⑤アログリプチン安息香酸塩／アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

／リナグリプチン／テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物／アログリプチン安息香酸

塩・メトホルミン塩酸塩配合剤 

⑥ゾレドロン酸水和物 

⑦ファムシクロビル 

☆平成 28年 11月 25 日付 

①デュロキセチン塩酸塩／ベンラファキシン塩酸塩／ミルナシプラン塩酸塩 

 
（4）抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意について 

     今般、厚生労働省は、抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について、引き

続き注意喚起を実施することとした。  

 ついては、医療機関において、インフルエンザ罹患時の異常行動の発現についての注意喚起

にご協力願いたい。異常行動について、厚生労働省 HPを参照。 

「平成 28年度 今冬のインフルエンザ総合対策」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/ 

「平成 28年度 インフルエンザＱ＆Ａ」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 

 

（5）ミルナシプラン塩酸塩、デュロキセチン塩酸塩及びベンラファキシン塩酸塩の

「使用上の注意」について 
 これまで本剤の服用中は、自動車の運転等危険が伴う機械の操作を行わないよう求めてき

たが、今回の改訂では、医師が患者に本剤の副作用に関して適切な指導を行うなど一定の条

件を満たした上で、十分注意して自動車運転等を行うよう求めることとした。 

 ついては、医師及び自動車運転等を希望する患者に対する注意事項について周知依頼があ

ったので、ご確認願いたい。 

1.本剤を処方される患者が自動車運転等を希望する際に医師が注意すべき点 

①患者のうつ病等の精神疾患の状態が安定しているかよく観察する。 

②用法・用量を遵守する。 

③患者に対する本剤の影響には個人差があるので、個々の患者をよく観察する。 

④本剤の投与により、めまい、眠気に代表される自動車運転等に影響を与える可能性のあ

る副作用が発生することがあるので、患者の自覚症状の有無を確認する。 

⑤投与初期、他剤からの切り替え時、用量変更時には、患者にとって適切な用量で精神疾

患の状態が安定しているか、特に患者の状態に注意する必要がある。そのため、自動車

運転等の可否を判断する前に一定期間、観察することも検討する。 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of-precautions/0306.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of-precautions/0306.html
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2329027D1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2619708X1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2730823Q1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2730809Q1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2750804Q1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2750804Q1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3943001F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3969012F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3969103F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3969103F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3969014F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3969015F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/39691A1F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/39691A1F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999423A1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6250031F1
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179052M1
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179055N1
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179040F1
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⑥多剤併用処方は避け、必要最小限のシンプルな処方計画を心がける。また、併用薬があ

る場合は自動車運転等への影響を予測することが困難なため、場合によっては自動車運

転等を避けるよう注意することが適切な場合もある。 

2.本剤を処方された患者が自動車運転等を行う差異に患者が注意すべき点 

①本剤の投与により、めまい、眠気に代表される自動車運転等に影響を与える可能性のあ

る副作用が発生することがある。 

②投与初期、他剤からの切り替え時、用量変更時等は上記副作用が発生しやすいため、可

能な限り自動車運転等を控え、めまい、眠気や睡眠不足等の体調不良を自覚した場合は、

自動車運転等を絶対に行わない。 

 
（6）ポラプレジンクの「使用上の注意」改訂について 

     平成 25年度以降、本剤による銅欠乏症に関連する副作用報告が 9例集積されている。これ

らの副作用症例の中には、重篤な汎血球減少や貧血を来して輸血を要し、本剤の投与中止が

遅れた症例が報告されている。 

  ついては、今般の「使用上の注意」の改訂は、主に以下の点について注意喚起が行われた

ので、ご確認いただきたい。 

①本剤は亜鉛を含有するため、亜鉛により銅の吸収が阻害され、銅欠乏症を起こすことが

あることに留意する。 

②栄養状態不良の患者で銅欠乏に伴う汎血球減少や貧血が報告されているので、患者の症

状や臨床検査値に注意する。 

③異常が認められた場合には適切な処置を行う。 

 
（7）各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための

指針（平成 28 年 11 月改訂版）について 
 総務省では、平成 12 年度から携帯電話や PHS 等がペースメーカー等へ及ぼす影響につい

て調査しており、今年度は、主に携帯電話の電波による着用型自動除細動器への影響調査を

踏まえた留意事項が追加された。詳細は、総務省 HPを参照願いたい。 

＜携帯電話端末の電波が装着型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針＞ 

①対象とする医療機器に、着用型自動除細動器を追加 

※参考.他対象とする医療機器：補助人工心臓駆動装置、ポータブルインスリン用輸液

ポンプ、携帯型輸液ポンプ 

②着用型自動除細動器に関する記述の追加 

 着用型自動除細動器については、15㎝を超える距離で影響を受けることがあった。 

※着用型自動除細動器については、厚生労働省の協力を得て、医療機関を通じ、利用者

全員に対して、試験結果に基づく注意喚起が行われている。 

URL http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_04000379.html 

 

（8）肝炎治療特別促進事業におけるエレルサ錠及びグラジナ錠の取扱いについて 
   本年 9月 28 日付で製造販売が承認されたエレルサ錠（一般名：エルバスビル）及びグラジ

ナ錠（一般名：グラゾプレビル水和物）が、11月 18日付で薬価収載され、保険適用となった。

これにより、肝炎治療特別促進事業における C 型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリ

ー治療として助成対象に含まれることになる。 

   なお、これに伴う肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正はない。また、新たに対象医療

としたエルバスビル及びグラゾプレビル併用療法に対する肝炎治療受給者証の交付申請につ

いては、平成 29年 3月 31 日までに申請のあったものについて、平成 28年 11月 18日までに

遡及して取扱って差し支えないものとするとのことである。 

 

【保  険  部】 

《保険関係連絡事項》 

 (1) 平成 28 年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 【日医常任理事通知

（保 197）】 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_04000379.html
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    （11月 17日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

    （主な訂正内容を県医師会報 12月号「保険」のページ P.28 に掲載済） 

 

 (2) 疑義解釈資料（その８）について 【日医常任理事通知（保 197）】 
    （県医師会報 12月号「保険」のページ P.26～P.28に掲載済） 

 

 (3) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 948 号 

（保 203）】 

    （概要は県医師会報 12月号「保険」のページ P.28～P.30に掲載済）（詳細

は日医雑誌平成 29年１月号を参照） 

    ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い

等」のコーナーに掲載される予定 

      http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 (4) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平成 28年度緊急薬価改定） 

                      【日医発第 967 号（保 209）】 

添付資料参照                        （保険部資料 1）ｐ. 

    （概要は県医師会報平成 29 年１月号「保険」のページ掲載予定）（詳細は日医雑誌平成

29年２月号を参照） 

    ※厚生労働省ホームページに掲載済 

      http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161128S0050.pdf 

 

 (5) 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて 

                          【日医発第 968号（保 210）】 

    （概要は県医師会報平成 29 年１月号「保険」のページ掲載予定） 

    ※厚生労働省ホームページに掲載済 

 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161128S0040.pdf 

 

 (6) 医療機器の保険適用について（11 月１日保険適用分）及び「医療機器の保険

適用について」の一部訂正について 【日医発第 886 号（保 192）】【日医事務

連絡（保 193）】 

 

 (7) 年末年始に係る長期投与について 

    （県医師会報 12 月号「保険」のページ P.33 に掲載済） 

・長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、１回 14

日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、旅程その他の事情を考慮し、必

要最小限の範囲において、１回 30日分を限度として投与して差し支えない、とされてい

る 

   ・「長期の旅行等特殊の事情」とは①年末年始、②連休（ゴールデンウィークに限る）、③

海外への渡航（国内長期旅行は認められない）を指す 

 

 (8) 予防接種の費用の取扱い、および抗インフルエンザ薬を予防目的で投与する際

の留意点について 

（県医師会報 12 月号「保険」のページ P.33 に掲載済） 

 

 (9) 小学校４年生から６年生にかかる「子ども医療費助成制度」拡充に伴うご協力

とお願いについて 【大健保医第 219 号】 
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   ・大津市では、子どもたちが健やかに育つよう子育て家庭の経済的負担の軽減を目的に、

小学校４年生から小学校６年生の児童を対象に、入院分のみ償還払い方式による医療

費助成を行ってきた 

   ・子育て支援の更なる充実を図るため、現在小学校１年生～小学校３年生を対象に行って

いる通院及び入院にかかる現物給付による助成を、平成 29 年１月診療分から小学校４

年生～小学校６年生までに年齢を拡大する 

 市単独事業「子ども医療費助成制度(入通院・自己負担金有)」 

  平成２９年１月診療分から助成対象を小学校４年生～小学校６年生にも拡充して

実施 

      ※現物給付方式 

 

〔研修会関係〕 

(10) 平成 28 年度難病指定医・協力難病指定医研修会（H29.2.26）について 
 

   日時：平成 29 年２月２６日（日）午後１時～ 

   会場：県立成人病センター 研究棟 研究所講堂 
 

   ※難病指定医の番号の３桁目の記号が「Ｐ」となっている先生で、H28.2.21又は H28.6.30

の指定医研修会を受講されなかった先生は、今回受講されないと H29.3.31 をもって難

病指定医の指定が取り消されるので、今後新規申請時の指定難病の臨床調査個人票を作

成される可能性のある先生は、今回必ず受講いただきたい。 

 

    ⇒問い合わせ先 

      滋賀県障害福祉課 障害認定・難病係  TEL（直）077-528-3547・3543 

    ☆インターネットでの申込み画面 URL 

https://s-kantan.com/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4099 

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地 域 保 健］ 

（１）インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動に係る全国的な動向に関する研究に対

する協力について 
 本調査はインフルエンザ様疾患罹患時及び抗インフルエンザ薬使用時に見られた異常な行

動が、医学的にも社会的にも問題になっていることから，その背景に関する実態把握をする

ために実施されるものである。本調査の対象はインフルエンザ定点のほか主に内科・小児科

の約 3.6万医療機関であり、インフルエンザ定点以外の医療機関については、インフルエン

ザ様疾患と診断され重度の異常な行動を示した患者について報告を求めるとともに、インフ

ルエンザ定点医療機関については重度の異常な行動に加え、軽度の異常な行動についても報

告をもとめている。報告対象期間は、平成 28 年 11 月～平成 29 年 3 月となっているので、

ご協力願いたい。 

 詳細は、国立感染症研究所 HP 参照 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/search.html 

 

（２）今冬の学校におけるインフルエンザ総合対策の推進について 
 標記について、厚生労働省健康局結核感染症課から連絡があり、インフルエンザによる臨

時休業や出席停止があった場合には、学校保健安全法に基づき必ず保健所に連絡するととも

に「平成 28年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」を参考に、必要に応じ、「イン

フルエンザ対策ホームページ」等を活用した情報収集や学校等におけるインフルエンザ予防

ポスターの掲示など、適切に対応されるように願いたい。 

また、インフルエンザによる出席停止期間については、学校保健安全法施行規則第 19 条
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第 2項により、「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３日）

を経過するまで」と規定されているので、これに沿って適切な対応を願いたい。 

 啓発用ポスター等詳細は、厚生労働省 HP 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/ 

 

（３）高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ5亜型）が疑われる事例の発生について（情報

提供） 
 今般、青森県青森市の農場において高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ5 亜型）が疑われる事

例が発生した旨の発表が農林水産省よりあったので情報提供するとともに医療機関におい

ては、鳥インフルエンザを疑う患者を診察した場合は、保健所に連絡されるようご協力願い

たい。 

   詳細については、厚生労働省 HPを参照願いたい。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000068949.html 

 

（４）認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用に関するご協力について 
  平成 27年 6月 17日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、平成 29年 3月より、

75歳以上の運転者について、免許更新時の認知機能検査の結果により認知機能の低下が認め

られた者、及び一定の違反行為を行った者については、臨時適正検査（専門の医師の診断、

又は、主治医の診断書の提出）の対象となることや、提出される診断書の要件等について改

正が行われることとなった。 

 なお、この改正で、臨時適正検査の対象者が全国で約 4～5 万人に増加することが想定さ

れることから、それぞれの都道府県に応じて専門医の確保等を含む診断書提出命令制度への

協力依頼があった。 

  当該制度の円滑な運営に対しては、かかりつけ医の協力が不可欠であることから、滋賀県

警察本部による各地域医師会への説明会が以下の日程で開催予定である。認知症相談医・認

知症サポート医をはじめ、会員諸氏の理解とご協力を願いたい。 

○各地域医師会説明会開催予定 

大津市医師会・守山野洲医師会・東近江医師会 12月 22日（木） 

甲賀湖南医師会          12月 24日（土） 

近江八幡市蒲生郡医師会  1月 24日（火）  高島市医師会 1月 27日（金）  

草津栗東医師会      1月 28日（土）  湖北医師会  2月 23日 (木) 

彦根医師会        2月 24日（金） 

○滋賀県全体説明会   2月 26日（日）14：30～16：00 米原文化産業交流会館 

      〃       3月  9日（木）14：30～16：00 滋賀県庁内   

 

【老  人  保  健  部】 

［在宅医療・医療情報］ 

（１）滋賀県医療情報連携ネットワークシステム「びわ湖メディカルネット」利用促

進キャンペーンの実施およびシステム活用に係る意向調査の実施について 
 特定非営利法人 滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会が運営する「びわ湖メディカル

ネット」の利用促進のため、平成 28年 10月 1日から利用促進キャンペーンと題し、淡海あ

さがおネットの利用者がびわ湖メディカルネットを新規利用する場合に限り、半年間利用料

を無料にすることとしているので、この機会にシステム活用について是非ご検討いただきた

い。 

 今後、国の施策として医療情報の ICT化はますます進んでいくことが予想され、現在別組

織で運営されている「淡海あさがおネット」と「びわ湖メディカルネット」についてもシス

テム統合をする方向で議論を進めており、そうすることで、急性期から在宅医療まで総合的

に情報共有できるシステムへと発展することが予想される。 

 また、平成 28年度の診療報酬改定により、「診療情報提供書と併せて、電子的に画像情報

や検査結果等の提供を受け、診療に活用した場合」に算定できる、電子的診療情報評価料が

新設された。これは、施設基準の届出は必要であるが、滋賀県においては、びわ湖メディカ

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000068949.html
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ルネットを活用することで算定できる点数である。 

 なお、会員医療機関に対し、びわ湖メディカルネットの活用についての意向調査を、滋賀

県医師会長と滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会理事長との連名で実施予定であり、会

員諸氏の理解とご協力を願いたい。 

 

 

3.平成 29年 1月の草津栗東医師会行事予定 
 ・草津栗東医師会 1月行事予定表（別添参照） 

 

 

☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 

株式会社大垣書店との新規提携について 
株式会社大垣書店と新規提携いたしました。店頭にて「お得意様カード」を提示いただくことで、   

書籍、雑誌、CD、DVD、雑貨等が 5％割引となります。また代金は組合登録口座からひと月分をま

とめて請求させていただくので大変便利です。詳細については医協ニュース 12月号をご覧くださ

い。 

 

 
アートコーポレーション株式会社との新規提携について 
アートコーポレーション株式会社と新規提携いたしました。引越サービスについては引越基本料

金 30%割引、エプロンサービス（家事代行）、ハウスクリーニングについては基本料金 10％割引で

ご利用できます。法人専用フリーダイヤルに直接お電話いただき、「滋賀県医師協同組合」とお伝

えいただくだけで簡単にご利用できます。詳細については医協ニュース 12月号をご覧ください。 

 

 
雇用保険の適用拡大について 
これまで 65 歳以上で新たに雇入れられた労働者は雇用保険の適用対象外でしたが、平成 29 年 1

月1日以降より65歳以上の方も雇用保険の対象となります。雇用保険の適用要件に該当する方は、

取得のお手続きが必要となります。なお、保険料の徴収は平成 31年度までは免除となります。 

当組合に事務委託を頂いておられる方は福祉課までご連絡下さい。（０７７－５１６－８６６０） 

 

＜雇用保険の適用要件＞ 

■1 週間の所定労働時間が 20時間以上であり、31 日以上の雇用見込みがある方 

 

 
 
 

～滋賀県医師協同組合に未加入の先生方へ 
当組合へご加入頂くことで、様々な組合メリットをご利用頂けますので是非ご検討下さい。 

またご存知ない先生方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

加入要項 

①滋賀県内の開業医（正組合員） 

②滋賀県内の病院または診療所に勤務する医師（勤務医部会員） 

ご加入時に出資金（預り保証金）1万円をお預かりさせていただくだけで賦課金・会費等は一

切ございません。なお、出資金（預り保証金）は組合脱退時にご返金させて頂きます。 

＊詳しくは当組合まで（０７７－５１６－８６６０）までお問い合わせください。 
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